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午前９時30分 開会 

 

○委員長（才脇明美君） 

皆様、おはようございます。 

皆様、花粉症は大丈夫でしょうか。今年

は花粉症に悩まされる方が、50％もおられ

るということです。豊能町の安心安全な、

花粉はまみれているかもわかりませんけど、

豊能町のお米、野菜をしっかりとって体調

のバランスを整えてください。 

ただいまの出席委員は５名であります。 

定足数に達しておりますので、総務建設

常任委員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨

拶がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登） 

はい。皆さんおはようございます。 

本日は、お忙しい中御参集いただきまし

て誠にありがとうございます。 

本日の総務建設常任委員会ではですね、

第５号、６号、７号、15号、16号とそれか

ら18号議案の関係部分につきまして、御審

査をいただくことになっております。 

詳細にですね、御審査をいただきまして、

委員の皆様方に御理解を賜りたいと存じま

すので、どうかよろしくお願いを申し上げ

ます。 

簡単ではございますが、開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、何とぞよろしくお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとお

りでございます。 

１．令和６年豊能町議会３月定例会議付

託案件についてを議題といたします。 

第５号議案、豊能町附属機関に関する条

例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。おはようございます。総合政策課

の田中です。 

それでは、第５号議案、豊能町附属機関

に関する条例改正の件につきまして御説明

を申し上げます。 

着座にて御説明させていただきます。 

議案書の４、５ページ及び概要説明資料

をお開き願います。 

本件の提案理由は、学校施設等の跡地利

活用に関する必要な事項についての調査審

議に関する事務を行う附属機関を設置する

ため、豊能町附属機関に関する条例の一部

を改正するものでございます。 

議案書の５ページをお開きください。 

改正の内容でございますが、豊能町附属

機関に関する条例第１条第１号の表に、豊

能町学校施設等跡地利活用検討委員会を加

えるものでございます。 

また、附則としましてこの条例は、公布

の日より施行することとし、豊能町特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例を一部改正し、学校施設等跡

地利活用検討委員会委員長の報酬を日額１

万5,000円、同委員の報酬を日額7,000円と

定めるものでございます。 

説明は以上でございます。よろしく御審

査の上、御決定賜りますようお願い申し上

げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

この委員会の役目なんですけれど、私、

公共施設再編検討委員会を傍聴してまいり

まして、豊能町のことを余り知らない方も
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有識者でいらっしゃったということで、後

で、視察に行かれたりしてたと思うんです

けれど、メンバーはどのようになっていま

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課の田中です。 

検討委員会の想定メンバーということで

ございますけども、まず委員の人数につき

ましては、14名を予定をしております。 

その委員の想定なんですけども、学識者、

それから自治会からの推薦、それから学校

関係、それから福祉の部門からの関係、そ

れから地域の企業さん、それから町の職員

というような内訳でですね、合計で14名と

いうところを想定しております。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

自治会の方は、会長ですか。自治会の会

長が自治会の全てとは言いませんけど、自

治会の意見をまとめているそういう組織じ

ゃないと思うんですけれど。どうですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課の田中です。 

改めて自治会のほうには、こういった検

討委員会を立ち上げていくと、御協力をお

願いしたいというような御説明については、

今後、自治会のほうにお願いしていく予定

しておりまして、その中で検討委員会の委

員についても、自治会からの推薦というよ

うな形で、どなたかを決めていただくとい

うか、自治会のほうから推薦していただき

たいというような形で説明に行きたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

すいません。 

この学識経験者は何名で、豊能町のこと

をよく御存じの方ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

学識につきましては、２名を予定してお

りまして、学識委員につきましては都市計

画でありますとか、建築計画、まちづくり

の分野で知見がある方。 

これまでに、本町の公共施設の検討委員

会でありますとか、あるいは都市計画のマ

スタープランの審議会でありますとか、豊

能町のことをよく御存じの委員さんにお願

いをしたいなというふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

説明資料のところで、その上に公共施設

再編検討委員会って書いてあるんですけれ

ども、議員総会の寺脇議員の質問にもあっ

たと思うんですけれど、そことの連携って

いうのはあるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい、総合政策課の田中です。 

公共施設再編検討委員会の連携というこ

となんですが、公共施設再編の検討委員会

自体はもう検討委員会としては無いんです

けども、ただ学校施設を検討していく中で、

当然公共施設の絡みも出てるかと思います

ので、そういうところは必要に応じて連携

していくというような考えでおります。 

○委員長（才脇明美君） 
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はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。おはようございます。 

基本的なことをお伺いしますが、学校施

設等ってあります。学校施設等、これ多分

今後学校統廃合していくというね、そうい

うふうな位置づけでこういうふうな文言に

なってると思いますが、この学校施設等、

はっきり言ってどれどれどれどれっていう

ふうに名称を挙げていただいたら、どんな

ふうになりますか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課、田中です。 

今回のこの学校施設等の検討委員会につ

きましては、西地区の学校を想定しており

まして、３校区ございます。吉川小学校、

東ときわ台小学校、それから光風台小学校

と。等と書いておりますのは、学校施設の

中にひかり幼稚園もございますので、そう

いうところも踏まえまして、等というとこ

ろで書かせていただいております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

今、西地域とおっしゃいましたけど、東

地域はそしたらこの学校施設の今回のこれ

には入ってこないということなんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課、田中です。 

東地区につきましては、一定行政のほう

で検討していく必要があるのかなというふ

うにも考えておりまして、今回のこの検討

委員会の中には東地区は含めず、西地区の

みということになっております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あとまた言葉のあれで聞きたいんですけ

ども、今学校施設等っていうふうにね、あ

りました、跡地利活用ってありますけど、

跡地っていうふうな言葉を聞くと何かこの

更地にして、それでどう使うみたいなそん

なふうに私は捉えてしまうんですけども。

そうではない。建物そのものを残した状態

で活用という意味でもある。その辺りはど

のように捉えたらいいんでしょう。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○委員（中川敦司君） 

はい。総合政策課、田中です。 

この跡地と書いておりますけども、決し

てその全てを無くしてしまって、更地にし

た上での活用というところを前提としたも

のではございませんので。要は学校として

あった建物が、令和８年４月以降に、どう

利活用していくのかというところの検討と

いうふうな意味合いで捉えていただいたら

と思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あくまでも西地域の学校、幼稚園みたい

なね、そのような先ほど説明がございまし

たが、先ほど管野委員のほうからも、参加

メンバーですね、学識経験者とか自治会み

たいなね、そんなふうなお話ございました

けども、少なくとも学校については、一、

二，三，三つかな、光風台、それから吉川、

それから東ときわ台かな、この三つですよ

ね。 

そうなってくると、自治会っていうふう

な言い方でいくと、幾つあんねや。新光風

台に、光風台に、ときわ台に、東ときわ台

に、吉川五つかな。そうなってくると、自
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治会５か所の代表全員が、来られるのか、

それともその中の一人だけみたいな形にな

りそうなのか。 

要は、その地域地域で、いろいろ考えて

いかなあかんのであれば、やはりそれぞれ

の地域の方の御意見とかも、やっぱり吸い

上げていく必要があるので、各地域から自

治会代表して誰か出てきてもらうとかね、

そんなことも必要なのかなと私は思ったん

ですが、その辺りどのようにお考えですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課、田中です。 

自治会推薦につきましては、各自治会、

西地区５自治会ございますけども、各自治

会のほうにお願いをしに行くと。なので自

治会からそれぞれ出ていただくので、５名

というような形で想定しております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、よろしいですか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。よろしくお願いします。 

まず１点、今の質問の続きなんですけど、

今回ここには吉川保育所は入らないんです

ね。まず、その確認です。 

それともう１点なんですけど、学校施設

を今後どのように活用していくかっていう

ことの検討が第一だと思うんですけども、

そうなってきたときに私は、やっぱり若い

世代が、この町の将来を考えていろんな意

見言っていただきたいと思ってるんですが、

それは、自治会にそういう若い世代をお願

いしようとしてるのか、ちょっとさっき聞

き漏らしてしまったんですけども、この14

名の中にどのような形になって、入ってく

るのかお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

まず１点目の御質問ですけども、吉川保

育所については、今回のこの検討委員会の

中には入っていないというような状況でご

ざいます。 

２点目の若い世代、どういった形で取り

込んで意見を聞いていくのか、取り込んで

いくのかというところにつきましてなんで

すけども、今回の自治会につきましては、

自治会推薦というところで自治会のほうに、

こういった検討委員会を立ち上げるので、

委員のほうをお願いしたいというような協

力を求めていくわけなんですけども、その

ほかにもですね、学校関係というところで、

例えばですけどもＰＴＡになるのかわかり

ませんけども、今の学校の運営に関係して

おられるような若い世代の方々、そういっ

た方の意見を聞くということで、一応学校

関係のほうからも、委員会の中に委員とし

て入っていただけるような体制を組んでい

きたいというふうに考えておりまして、そ

ういったところで若い世代の意見もお聞き

するような形でいきたいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

さっき聞き漏らしてしまったんすけど、

自治会が５名ですよね、専門の方がお二人。

それで、あと福祉とおっしゃってましたね

確か。で、学校関係。ちょっとそれぞれの

人数をもう一遍お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課の田中です。 

委員の内訳でございますけども、学識が

２名、それから自治会推薦としまして５名、
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それから学校関係としまして３名、それか

ら福祉関係としまして１名、あと企業関係

としまして２名、町の職員が１名、合計の

14名でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

私ね、やはり若い世代になんでこだわる

のかっていうと、やっぱり20年後、30年後

ですよね。今やっぱり地域でいろんな形で

活動してる若い世代があると思います。学

校関係ではなくて、そういうとこから選べ

ばないもんですか。 

学校関係というのは、ＰＴＡっていうふ

うに理解していいですか。三つの小学校の

ＰＴＡから１名ずつっていうふうな理解で

よろしいのかな。 

それと今言った若い世代がこの町でこれ

から活動していくのに、例えば学校施設が

こんなんだったらいいなという、そういう

発想を持ってる人もいると思うんですよね。 

そういう世代をどうやって把握するか別

な問題なんだけども、このあたりはいかが

お考えなのかお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

学校関係というところで想定としまして

ＰＴＡを想定しておりました。 

できるだけ若い世代の御意見をお聞きす

るということで、例えばですけども自治会

の中でもですね、推薦としては各自治会か

ら１名推薦していただく形になりますけど

も、例えば意見を委員として持ち帰ってい

ただきまして、自治会の中で例えば若い世

代の意見を吸い上げていただくとか、そう

いったところの中でですね、なるべくその

地域の中の若い世代の方の意見を聞いてい

くというような形での体制を、とっていき

たいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

もう１点。専門家なんですけども、これ

は、都市計画とかマスタープランって、こ

ういうふうな知識的な専門家をおっしゃっ

てるのか、実際いろんなところで学校跡地

を利用したいろんな展開してますね、各地

域で。そういったところに携わった専門家

をおっしゃってるのかが、ちょっともうひ

とつ見えなかったのでお尋ねします。 

知識的な専門家なのか、実務というのか

な、体験的な専門家をおっしゃってるかわ

かんないのでお尋ねしますと同時に、これ

は何回ぐらい想定してるか、この会議をで

すね、この２点お尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

学識の委員につきましては、今の段階で

具体的にお願いをしているというものでご

ざいませんけども、想定としまして、まち

づくりの分野でありますとか、都市計画そ

れから建築分野に知見のある先生というと

ころで、これまでにも豊能町に関係をして

いただいてる、例えば公共施設再編検討委

員会であったりとか、都市計画マスタープ

ラン審議会の委員であるとか、そういった

過去にですね、お願いをした先生ですと、

豊能町のことも熟知しておられますし、そ

ういった専門的な知見もあるだろうという

ところで、委員についてはそういう先生を

お願いしようというふうに考えております。 

２点目の御質問、何回ぐらい検討委員会

するのかというとこでございますけども、
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予算としましては３回を予定をしておりま

す。以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

素朴な疑問です。吉川保育所はなぜ入っ

てないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。おはようござい

ます。 

吉川保育所につきましては、市街化調整

区域になりますので外しております。 

総合政策課長の田中課長が、全て言った

施設は市街化区域の中の施設になりますの

で。 

吉川小学校も同じです。吉川小学校も、

市街化調整区域になりますので。 

○委員長（才脇明美君） 

暫時休憩いたします。 

  （午前９時48分 休憩） 

  （午前９時48分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

おはようございます。総務部、入江です。 

今、田中課長が言いました、基本３小学

校を今回の検討委員会では検討していきた

いと思ってます。 

吉川保育所につきましては、認定こども

園の状況もございますので、例えばもうは

っきりとその見通しというんですかね、そ

れが明らかになったときにもう一度検討委

員会を設けて、検討していければと思って

ます。 

今回、３小学校につきましては、令和８

年４月に義務教育学校が開校しますので、

その辺が空いていくということが明確にな

っておりますので、そこの方向性をですね、

先んじて検討していきたいと、このように

考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

質問すればするほど聞きたくなりますけ

れど、吉川小学校も市街化調整区域じゃな

いですか。 

そしたら、用途がまた変わってくると思

うんですけど、それでもこの会議にのせる

んですか、それ。 

それと３回じゃないでしょ、それだった

ら。吉川保育所のところに、もしこども園

ができるかもしれないけれども、そこのと

ころがもし空いたとしたら、またこの会議

を開かなきゃいけないでしょ。 

吉川保育所のところにこども園をつくら

なかったら、またそこはどうするんだって

いう会議を開かなきゃいけないんじゃない

ですか。そしたら、吉川保育所のあるとこ

って初谷川を観光でもっていくかとか、吉

川小学校ずっと続いてますよね、道が。そ

したら一体で考えないといけないんじゃな

いんですか。 

早くこども園の場所を決めてみたいな、

そういう考えはないんですか、副町長。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今回の跡地利活用検討委員会というもの

について、我々想定してるのは、まずはタ

ーゲットは３小学校のところをどうしてい

くのかという、これはもう令和８年の４月

開校というのが決まっておりますので、そ

のあと、スムーズに空くことのないように、



7 

住民の皆さんがそこ空いてしまったら御心

配なさるんでしょうし、お伺いしてると空

いたら鹿が入ってくるとか、すぐに雑草が

生えて、野生鳥獣の棲家になってしまうの

で何とかしてほしいとの声も既にお聞きし

ておりますので、そこは隙間なく次の利活

用をスムーズにやっていきたいという思い

がございましたので、そういう形でまず立

ち上げさせていただきたいという思いがご

ざいます。 

管野委員が御指摘いただいてる吉川保育

所なんですけども、今、認定こども園の話

がちょっとまだ具体的に進んでおりません。

もしこれから、民間事業者のほうといろい

ろ調整していって、もしそちらのほうを使

うとなりますと、そちら吉川保育所、駅に

近いという環境も良いというところもござ

いますので、そちらのほうも使いながらと

いう事業者が出てまいりましてもし使うと

いうことであればそこはもう、保育園とい

うことなってまいりますので、この検討委

員会の場で議論することもないということ

もございます。そこんところ見極めさせて

いただいた上で、とりあえずはまず３小学

校どうするのかというところの議論から始

めさせていただきますが、認定こども園の

話が見えてまいりましたらそこ空くんだと

いうことなりましたらそこもあわせて、追

加的にやらしていただきたい。改めて立ち

上げるとかいうことではございませんでし

て、もしかしたら回数が３回のところで予

算組ませていただいておりますけども、そ

れがもう１回増えて４回になるかもわかり

ませんし、ただ来年度も多分この検討委員

会でもしかしたら続くかもわかりませんの

で、その辺りはまた、議会のほうに、今こ

んな状況で議論いただいてて、こういう形

で進んでますんでまた改めて予算のほう、

ちょっと認めていただきたいとの御相談も

しながら、進めさせていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そしたらひかり幼稚園はどうするんです

か。ひかり幼稚園も議論に入れるって答弁

されましたけど、そこは抜くんですか。光

風台小学校と同じ敷地やから一緒に考える

んですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

もし、先ほど私の申し上げたような形で

幼稚園を使いたいということも、もしかし

たら可能性としてあるかもしれません。 

ただ、まずはそこんところを申し上げま

した、学校のほうどうするのかというとこ

ろを議論先進めさせていただきたい。 

で、もし光風台幼稚園に認定こども園持

っていきたいというような事業者がもし出

てまいりましたら、当然そこも使っていた

だかないといけないんですけども、今のと

ころ私ども、そこは想定してないというん

ですかね。あまりそこにないだろうと言っ

たらあれですけども、そこのところはある

かもしれませんけども、もしあれば吉川保

育所と同じようなスケジュール感で進めさ

せていただきたいと思ってます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今のお話聞いてて希望を持てたなってい

うのは、閉鎖したら学校は、移転したらす

ぐ使えるように、時間空けずに、すぐ活用

できるように、町として進めていきたいと

いうお気持ちですね。はい、わかりました。 

ということはですね、それはそれであり

がたい話だなと思うんですけども、この場
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合、今のお話をお伺いしてると、この２社

の企業っていうのは、ある面、そういうふ

うなことを考えてくださる企業を、想定し

てお声かけたいと思ってるわけですね。ま

ず２点目です、これが。 

それで３点目なんですけど、私はやっぱ

り若い世代入れたいので、予算決められて

るんですけども、３人じゃなくてやっぱり

幼稚園のほうのＰＴＡっていうのかあれは、

そこからの方も一人入れていきたいと思う。

ちょっと15名になっちゃうんだけども、予

算の関係あるけども、ちょっと無理ですか

これは。はい、お願いします。３点お願い

します。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

まず幼稚園のＰＴＡの件でございますが、

それはまたこちらで検討させいただきます。 

で、切れ目のないというところで申し上

げましたけども、もし、今私どものスケジ

ュール感で申し上げますと、来年度１年か

けて検討委員会のほうで基本方針定めさせ

ていただきたいと思います。 

もしそこで、民間事業者とか、公的な機

関、これは社会福祉法人とか、学校法人と

かそういったところかもしれませんけども、

そういったところで、一度その調査してく

れということでございましたら、できたら

そこでサウンディングみたいなことをさし

ていただいて、その上で公募して、業者の

ほうを決めていくという流れも一定想定さ

せていただいてます。 

それが切れ目のないというところで今

我々が思ってるところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

小寺です。 

私いろんなところを視察してね、全然違

うなあと思ってんのはね、まずあれはどこ

だ、厚木市行った時もね、まず、職員がね、

若手の職員で１年ぐらい検討してるんです

よ。検討をね。順々に、この方向性あそこ

だったら市か、市の方向性を決めて、それ

からこの諮問するような形で、こういうの

を開かないとですね、町の方針は何も決ま

ってまへんねんと。そやけどあんたらで決

めてくださいというようなやり方はちょっ

とおかしいん違うかなと思ってるんですよ。 

弟子屈町も、10年後の弟子屈町はどうせ

なあかんかいうのをね、40歳代までの職員

で決めさせて検討させて、方向性を決めて

から諮問すると、そういう方式でないと、

あんたら勝手に決めてなというのは、町の

主体性がもうないなあとは感じるねんけど、

どうでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい、総合政策課の田中です。 

公共施設再編の検討委員会を立ち上げて

おったときにつきましても、並行して職員

の中でもＰＴというところでですね、いろ

いろ検討してきたところでございます。 

で、委員の御質問、まず町の方針を決め

てから諮問するべきではないかという御意

見だと思うんですけども、その方針を決め

るというそのプロセス自体をですね、皆さ

んと一緒につくっていくものかなというふ

うに考えておりまして、検討委員会とあわ

せて町のＰＴというような形で検討してい

くんですけども、検討委員会を立ち上げて

そこでいろいろ練ってもらうというのも一

つの方法かなと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 
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だから主体性をね、町が握らんとあかん

と思いますよ、これね。何も決まってませ

ん、これも決まってません。あれも決まっ

てません。そやけどどうしましょう、あん

たら決めてくださいなと。そういうふうに

しか見えへんけどね。 

若手をいろんなところからＰＴをつくっ

たらね、思いもかけへん案が出てくるって

言うんですよ。見方が、今の幹部の人たち、

50歳代の人たちと40歳代、30歳代ぐらいと

違うんですよね。新しい感覚で出てくんの

を、今の50歳代の人やったら10年後はもう

退職してね、いてはれへんねやから、その

プロジェクトを組んだ人たちが遂行してい

かなあかんわけです。 

ねえ、それもあんた、考えてくださいな

と、みんな考えてくださいな言うんやった

ら、町の主体性なんか何も見えへんと僕は

思うけど。諮問したらいいんですよ、こう

したいと。どうですかと。そうやって諮問

して、それはちょっとこういうこと考えな

あかんのちゃうのと。そういうの考えなあ

かんの違うのというのを入れてもう１回、

町の方向性を出していくと、それがもう筋

やと僕は思いますけど。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

学校施設ということで、住民さんにとっ

ても非常に思い入れのある施設だというふ

うに考えておりますので、そこについての

利活用については、一緒に考えていきたい

というスタンスではございます。 

ただ、それを全て丸投げということでは

なくて町の中でもですね、十分ちょっと並

行して検討していきながら進めていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

ここで企業というのは、コンサルのこと

を言ってるんですかね。 

それとも、この地域で言うたら、阪急グ

ループの人たちにという、そういう意味で

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課、田中です。 

企業といいますのは、いわゆるコンサル

ではなくてですね、地域の中で活躍されて

おられる企業の意見を聞くというようなス

タンスでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

コンサルは、全然入ってこないですか。

この中に入らない。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

総合政策課の田中です。 

今回の検討委員会の事務につきましては、

コンサルについては入らずにですね、やっ

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

この会議は踊ってしまいませんか。みん

な思い思いが違う人が入ってきて、思い思

いの意見が出てですよ。 

それをまとめる人が誰もおらんと、そん

な、委員会なんかもうやらんほうがええん

ちゃいます。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 
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はい。総合政策課、田中です。 

御意見としましては、幅広い御意見を聞

きたいというところもございますので、各

分野の方々に委員の意見を聞くというとこ

ろのスタンスですけども、ただそれで御意

見がばらばらになって、まとまらないんで

はないかというとこでございますけども、

そこには当然町の職員も委員として入りま

すし、学識の先生、専門的なですね、知見

をお持ちの先生にも入っていただきますの

で、そこはこれまでの経験もございますの

で、十分取りまとめていけるのではないか

なというふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかに。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

たまに小寺さんと僕一致するんですよ、

冗談抜きで。これグランドデザインか何か

を出した上で出さないと、自治会からとい

うのはどうしても、何となく責任回避みた

いに見えるんですよね。 

そんなに、今想定されてるメンバーでま

ちづくりのことを常に真剣に考えておられ

る住民さんっていないんです。急にぽっと

入ってきて、何回か会議してやってくださ

いって言われたって、本当どっかの見て思

いつきでパッと出たようなそういうもんに

なってしまいますよ。 

一番ずっと考えてたのは、ここにいる職

員であり我々もずっと考えてますけどね。 

もっと町として、それでまた他市町村み

たいに、いろんな施設がある中の敷地もあ

る、場所もある、いろんなことができる。

その中で学校が空きましたじゃないんです

よね。 

豊能町のこの３校って、将来的なまちづ

くりの重要な拠点になっていくわけですよ

ね。 

それを何か思いつきみたいなところで、

ポッと出てきました。それで検討委員会か

ら答申出ました。体外、答申に引っ張られ

るんですようちの町。そういうところでや

はり豊能町として、こういったところは持

ってます。こういった方向性なんですけど、

細部にわたっては、もうちょっとどういう

ものがあるか、住民さんの声も聞かしてく

ださいみたいな形にしないと、なんか今の

委員会したら、何かまとめる前にやっと豊

能町を将来的に使えるようにしましたけど、

これ何十年も使っていきますみたいな感じ

になりかねませんよ。 

先日自治会長会で説明されましたよね。

自治会長会の方がっかりしてましたからね。

もっとある程度、こういうものをつくりた

いっていうものが出てくるのかなっていう

ふうなイメージでいたみたいです。 

それが、何もない中で丸投げされてきた

から、えっていうような感じの反応でした。 

ほとんどの自治会って１年で変わってい

きますよ。そういった人たちの中で、豊能

町の何十年後の重要な拠点になるところの

利活用を考えていくっていうのは、ちょっ

とね、情けないですよ。 

やはりこう教育のほうで生きていくんだ

ったら、教育関連施設をこういうふうな配

置してとか。それと福祉のほう力入れてい

くんだったらそうとか。そういうのをまず

は町のほうである程度の方向性示さないと。

逆に、委員会も何もない中で振られても困

りますよ。 

何かあれば、 

○委員長（才脇明美君） 

はい。田中総合政策課長。 

○総合政策課長（田中久志君） 

はい。総合政策課、田中です。 

この学校施設の再編が、まちづくりと直

結していると、まちづくりとつながってい
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るというのは本当にそのとおりだと思って

おりますし、そこの軸といいますか、そこ

の中心はずれないように進めていきたいと

思っております。で、全くその町として考

えてなくて、丸投げするということでは本

当にございませんので、そこと並行して町

内部でも当然検討しながらやっていくとい

うところで、並行して地域の住民様の意見

をお聞きするというスタンスでの検討委員

会でございますので、そこはそういう御理

解をいただけたらと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

今のを聞いて、議会でも特別委員会いる

かなって思ったぐらいです。本当に。 

それは何年もかけて、たった３回ですよ

ね。ほんで最初なんて、状況説明の資料提

供して、いろんな人がちょっと持ち帰って

ここではこういう空き校舎を使ってますみ

たいな感じで、そんな事例がポツンポツン

と出てくるような感じに見えるんですよ。

でも、我々のやってるのは一気に３校、そ

れぞれの地域の拠点みたいなところのが３

校空くわけですよ。 

そこの連携とか、そんなところってなか

なかないですよ。 

いやそれはもうちょっと豊能町の職員の

ほうで、幹部の人たちのほうで、これは、

将来的にはこういうふうにやっていくんだ

っていうところを示した上で、あと地域の

住民さんどう考えていきましょうかとか、

何か今地域の住民さんの責任がすごい重く

感じるんですよね。 

ですからやはりそういったところは、そ

の位置づけっていうものは、小寺委員言わ

れたように、諮問ぐらいの形にしておくと

か、先ほどね副町長も言われましたように、

検討委員会の答申を受けて多分そのままい

っちゃうんですよ、この雰囲気からすると。

それがすごい非常に怖いんで、その状態だ

ったら、特別委員会を考えます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、上浦町長。 

○町長（上浦 登） 

今るるいろんな御意見をいただきました。 

で、この跡地の利活用のですね、検討委

員会のメンバーについてはですね、非常に

本当に地域の中から地域で、かつ、何てい

うかね、地域で生きていく方々、例えば企

業についてもですね、例えば、運命共同体

だと、そんなことを言ってるような企業さ

んもですね含めてですね、入っていただい

て、御意見をいただきたいと思っておりま

す。 

今回はですね、この委員の報酬条例です

ので、中身につきましてはですね、今日お

っしゃっていただきましたようなことも、

十分加味させていただきたいと思っており

ます。 

私は私なりにですね、今議長おっしゃい

ましたように、それぞれの小学校のですね、

置かれている都市計画法だとかいろんなこ

とが掛かってて、吉川小学校では、いわゆ

るイエローゾーンに掛かってて何ができる

んだ。もう限られてきてるんですよね。法

律的に限られてきてる。 

そういうところも踏まえて、私もいろん

なとこ、ここはこうしたいなと、ここはこ

うしたいなとかいうのもあります。そのイ

メージも、今日いただいておりますのでね、

私も持っておりますので、それはもう内部

の中でいろいろ議論しながら、ある一定方

向性をね、おっしゃるいただいてますよう

に、持ちながらですね、この委員会を進め

ていきたいと思っております。 

全部ですね、私たちが諮問するという形
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で住民の方々にお願いするというような、

文化に豊能町の場合はなかなかなってなか

ったというのもあって、ちょっと慎重にこ

ういうふうな形で皆さんの御意見もお聞き

したいというような形で、今日はお話しさ

せていただきましたけれども、委員の皆様

のですね、御意見も今日拝聴させていただ

きましたので、それも十分ですね、加味さ

せていただきながら、できるだけ本当に副

町長が言いましたように、令和８年で決ま

っておりますので令和８年度で空くという

ようなことのですね、少なくとも、少ない

間隔でですね、利活用していきたい。 

おっしゃいますように町の50年後の計画

といいますかね、未来を見ながらというよ

うなことになろうかと思います。それはも

う私たちも、肝に銘じて進めさせていただ

きたいと思いますので、本日はですね、報

酬条例ということでよろしくお願いしたい

と。 

中身についてはまた皆さんとですね、御

議論させていただきながら進めていけたら

と思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

回数につきましてもですね、一旦は３回

で予算上げさせていただいておりますけれ

ども、これはもう３回でコンプリートした

ということではございませんので、必要な

ら、また議会にですね、補正予算をお願い

してですね、進めていくということもさせ

ていただきますので。 

すいません。附属機関の設置条例でござ

います。よろしくお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いや僕は町長にもっとそれを前面に出し

てほしいんですよ。それが、選ばれた町長

の役割なんだと思ってるんですね。 

それをメインにするまちづくりの一番の

根幹に関わることなんで、そこを今の上浦

町政では、こういった方向で町を動かして

いきますと、将来を見つめてこういったふ

うに使っていきたいと。その中で、そうい

う範囲に限定した上で、どういうふうに使

えますかっていうような振り方をしてもら

いたいんですよ。 

それがなかったら、存在意義はないんで

すよ。 

それが僕はすごい大事なことだと思うん

で、今の上浦町長の思いをぶつけた上で、

それをベースにした上で、細部にわたって

は、地域の人の声も聞きながらっていうよ

うな形にしないと、やはり豊能町の方向性

という形では何か、一本筋が通ったものに

ならないような気がするんで、ぜひともそ

こは、そういうような形でお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

先ほど管野議員がおっしゃってた、吉川

保育所とかひかり幼稚園、それは、この学

校施設等のくくりで置いとったらいいんで

すかね、等ですよね。施設等ということで。 

そして、青写真はあるということで。決

められたことはあるということで。青写真

はない。 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

確認するような形で本当申し訳ない。あ

る意味期待しますけども。要するに、今の

段階で町としてはたたき台、メンバー集ま

ったときのたたき台となるものは、まだで

きてないという認識でよろしいですね。 

で、スタートするときにはもう、そうい

ったものはある程度、今の議長の話じゃな

いですけど、作っておくというふうな期待

をしてるんですけど、まずいですかこれ。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。高木副町長。 
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○副町長（高木 仁君） 

今、検討委員会の進め方について、いろ

いろ御意見いただきました。 

我々、中でですねこの学校跡地利用につ

いてどう検討してきたのかということで申

し上げます。 

これ公共施設再編のときにですね、検討

委員会を立ち上げました。その中でプロジ

ェクトチームということで職員の中でいろ

んな議論をしてまいりました。 

その一つに学校の跡地どうするのかとい

うところで、ＰＴの中でも議論してきてお

ります。 

で、公共施設再編検討委員会の答申の中

でも、学校の跡地どうするのかというとこ

ろにちょっと簡単に触れております。 

我々とすればその学校跡地利用に際して

の基本的な考え方ということで、一定職員

の中で検討したものっていうのは一応持っ

ております。 

それを、改めて基本的な考え方として、

検討委員会臨んでいくということもござい

ますでしょうし、公共施設再編の検討委員

会という形でやっている中での学校跡地利

用の考え方についての基本的なたたき台と

いうのがあるんですけども、これを町とし

ての考え方というふうに、さらにスケール

アップしてっていうんですか、そこを置き

換えて、検討委員会のほうに投げていくと

か、そういうやり方もあろうかと思います

けども、一定この施設再編の中で、学校跡

地について検討してきたことについて改め

て町の中で、改めてこれでいきますとか、

そういうことでまた改めて検討させていた

だいて、それを町長の考え方も一緒に踏ま

えさせていただいて、そういうものを検討

委員会のほうに町の考え方としてお示しし

て、それを議論いただくということも考え

ておりますので、決して丸投げするという

わけでございませんのでよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結でいいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第５号議案は原案のとおり可決

されました。 

第６号議案、豊能町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例改正の件を

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。よろしくお願いいた

します。 

それでは、第６号議案、豊能町行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例

改正の件につきまして御説明いたします。 

議案書６ページ及び７ページ、条例の概

要資料、新旧対照表をあわせてごらんくだ

さい。 

着座にて失礼いたします。 

まず、提案の理由ですが、豊能町行政手
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続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例が引用する行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律、以下法とさせていただきますが、改正

されたことに伴いまして、所要の改正を行

うものでございます。 

続きまして、条例の改正内容について御

説明申し上げます。 

法の改正によりまして、本条例において

引用する法の別表の第２が削除されること

に伴いまして、本条例の規定について法改

正を踏まえたものとするということでござ

います。 

法別表第２につきましては、特定個人情

報の照会、提供等の情報連携が可能な事務

及び特定の個人情報が定められていました

が、その内容を省令で定めることで、新た

に必要とされる情報連携をより、迅速に実

施するということが可能となるものです。 

まず、第２条関係、定義ですが、用語の

定義としまして、特定個人番号利用事務及

び利用特定個人情報を新たに追加するもの

でございます。 

次に、第４条関係、個人番号の利用範囲

でございますが、まず第１項としまして、

法別表第２の削除に伴いまして、条例の規

定中同表を引用する箇所について、先ほど

御説明いたしました新たに定義された用語

に改めるものでございます。 

また、第２項としまして、同様の内容が

法に規定されているため、重複する条例の

規定を削除するものでございます。 

次に第５条関係、特定個人情報の提供で

すが、第４条第１項と同様に別表第２の削

除に伴いまして条例の規定中、同表を引用

する箇所について、先ほども御説明申し上

げました用語に改めるものでございます。 

附則としましてこの条例の施行日は、改

正法の施行日と同日となりますが、具体的

な日が未定であるため、規則で定めるもの

とするものでございます。 

現時点では、令和６年５月末を予定して

おります。 

説明は、以上でございます。 

御審査いただき御決定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい。中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

この新旧対照表といいますかね、この説

明の資料ですね。何ページになんねやろ。

１ページ目かな、６号議案の。そこの条例

の概要ということで、省令で定めることで

っていうふうに書いてございますが、これ

ずばり何省になるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉でございます。 

総務省になります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

その同じページの右側になるんかな、参

考っていうふうに書いていただいてるとこ

ろに①、②、③ってあって、こんな場合あ

んな場合みたいなん書いてます。そのさら

に下には、①は本町該当なしみたいなこと

を書いていただいてますが、それぞれそ①、

②、③っていうのは、例えば、こんな場合

っていう、もう少し何か具体的な例で何か

説明いただくことできますか。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 
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○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

①は独自利用ということで、法の定めに

はないけども条例で定めた上で利用する場

合という場合で、本町ではそういった事例

はございません。 

②につきましては、庁内連携と書いてご

ざいますけれども、町長部局と教育委員会

に分かれますけども、庁内連携で言います

と町長部局の中で情報提供、照会・提供す

る場合ですね。 

③につきましては、町長部局とか教育委

員会部局変わりますけども、ここを超えて

情報の照会であったり、提供であったりす

る場合が③に該当いたします。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

今読んでいただいてるところですね、参

考のところ、まずその第９条の規定によっ

て、個人番号、マイナンバーのことですよ

と下に書いてあるよね。これが制限されて

ると。制限されてるけど、使いたいんです

と。だから、どっかに書いてたな、できる

とかみなすとか、できる話ばっかり書いて

ある。でも制限されてるっていう、駄目だ

よと、こんなことしちゃ駄目だよっていう

ことは、どこにも書いてないんやけど、そ

れを緩和するためのもんですよね。 

そもそも、制限されてんのやから、勝手

に使ったら駄目よ。これのためにこう使い

ますというのを、うちはないからそっちか

ら取って、あそこにありそうや取ってこよ

かと。それ許しますよ。そういう意味でし

ょ。違うの。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。 

委員おっしゃるとおり、個人番号利用範

囲というのが、一定法で制限されていると

いうところでございます。 

ただこのために、先ほど申しました①、

②、③と独自利用であったり、庁内連携あ

るいは、教育委員会、町長部局を越えての

情報の連携というのが必要であれば、それ

は条例で定めるということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

これもね、町は何も考えてませんと。町

が考えてるのは、ありませんというのが①

でしょ。違うの。 

あとは、その範囲を広げてですよ、こう

いうことを保有するとか、何か書いてあっ

たな、できるとかね、できる場合は、この

限りではないとか。こういうふうに見なす

とかね。 

要するに、本当は制限されてんねんけど、

それ外してもいいんだよという条例になっ

てんねや、これね。そう違います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

委員おっしゃるとおり、制限されておる

ので、先ほど申しましたけども、庁内連携

であったり部局を越えての連携をする場合

は、条例で定めることということになって

ございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

その拡大解釈を許すということを今決め

てくださいよとそういう意味ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 
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○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

今回の条例改正につきましては、法の別

表第２の中で、個人情報、特定個人情報を

照会できるもの、どういう事務ができるか、

照会・提供できるもの、具体的に個人情報

が、法の別表第２の中で規定されてるわけ

ですけども、それを省令のほうに移行する

だけですので、内容等が変わるわけではご

ざいません。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

結局、今の課長さんのね、おっしゃった

ことは結局、こういうルールというか、こ

れそのものはもう前からありましたよ。た

だそれが、法律というよりも省令で対応で

きるというね、それに変わっただけなので、

大元の内容は全然変わってありませんよと、

そういうことですよね。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

もう一度参考のところね、特定個人情報、

要するにマイナンバーの提供がそれぞれ制

限されていますと、２行目ね。 

このために、次の場合には法に基づく条

例を定める必要があると。そんないちいち

国会の法通してたら、遅々として進まない

から、省令で何とかやってよと。省令にす

るから、だから国がやっぱり決めなあかん

わけです。これができますと、みなしなさ

い。そういうもんですよね。 

だから、本来できない場合っていうのも

示しておかなあかんのんちゃいます。いや

勝手にそんなんできんねやと言われたら、

それはちょっと違うんじゃないのと言いた

いだけですけど。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

委員おっしゃるとおり、制限されており

ますので、それを今まで別表第２のほうで

規定していたものを省令のほうで定めると

いうことでございます。町独自でなしに、

総務省のほうで定めるというものでござい

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

小寺委員いいですか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

いや、本来はどうやったかいうのは、全

然示してないのね。説明もしてないでしょ。 

ほんまに必要なんやったら、独自のやつ

をつくってやっても良いって書いてんでし

ょ、①番。 

それないんでしょ、豊能町には。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

委員おっしゃるとおり、参考のところに

ある①の独自利用というのは、本町にはご

ざいません 

○委員長（才脇明美君） 

具体例を示していただいたら、わかりや

すいかしら。 

暫時休憩させていただきます。 

  （午前10時27分 休憩） 

  （午前10時30分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 
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休憩前に引き続き会議を再開いたします。

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。失礼いたしました。 

国のほうで独自利用の事務の事例という

のが出ておるんですけれども、例えばで言

いますと、子どもの医療費助成に関する事

務ですとか、障害児の通所給付等に関する

支給の事務であったりとか、あとは独り親

家庭の医療費助成に関する事務とか、こう

いったものが独自利用というふうに、事例

として出ております。 

ただ、本町としてはそういった独自事業

の利用というのがございません。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、よろしいですか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

あくまでもこの今回の６号議案のこの条

例、省令にというふうな対応になったので

変わりますということで何ら、前からの内

容とは、内容が変わってませんというふう

なことだったんですけど、あくまでもこの

内容的にいくと、庁内連携とか、庁内の中

の町長部局から教育委員会部局へ提供とい

うそういうふうな内容で、あくまでもこの

豊能町役場というね、支所もそうですが、

その中だけのお話っていうふうな情報提供

ということになってますが、何か過去によ

その地域にいてはったかなんかの方の情報

を、何か入手できるみたいな何かそんなよ

うな内容のことを何か委員会で何か議論し

たような、ちょっと記憶あるんやけども、

そういったものはまた別、今回のこの省令

が変わる、省令によってみたいな影響にな

るとかいうふうなことはないんですか。別

な多分条例かもしれませんけども、 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。そういった

町外の情報連携、他市町村への情報連携で

すけども、これについて今回の条例改正、

法の改正に伴って何か影響を受けるという

ことはございません。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

はい。挙手全員であります。 

よって、第６号議案は原案のとおり可決

されました。 

第７号議案、豊能町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例改正の件を

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

おはようございます。広報職員課、池田

でございます。 

それでは、第７号議案、豊能町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

改正の件につきまして、御説明申し上げま

す。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内、令和６年３月議

会にあります議案書の８ページから11ペー

ジ、並びに条例の概要資料、新旧対照表を
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あわせてごらんください。 

着座にて説明させていただきます。 

初めにですが、資料にはございませんが、

今回の改正につきまして、その背景につい

て御説明申し上げます。 

平成29年の地方公務員法及び地方自治法

の改正により、新たに会計年度任用職員制

度が創設され、期末手当の支給が可能とな

った一方で、勤勉手当の支給については、

勤勉手当の支給実績が広がっていない国の

非常勤の取扱いとの均衡や、各地方公共団

体における期末手当の定着状況を踏まえた

上での検討課題とされてきました。 

その後、国の非常勤職員におきましては、

令和３年度までの間に、対象となる職員に

勤勉手当が支給されていること。また、会

計年度任用職員に対する期末手当の支給が

定着したことを踏まえ、国の非常勤職員と

の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の

観点から、令和６年４月１日から会計年度

任用職員に対する勤勉手当の支給を可能と

するよう、地方自治法が改正施行されたも

のでございます。 

それでは改正の理由につきまして、御説

明します。 

改正の理由でございますが、先ほど御説

明させていただきました、地方自治法の一

部を改正する法律の改正内容に基づき、会

計年度任用職員に勤勉手当の支給を可能と

するため所要の改正を行うものでございま

す。 

それでは、条例の改正内容について御説

明します。 

第２条は、勤勉手当を支給することがで

きるように、給与の項目に勤勉手当を追加

するものでございます。 

第13条は、フルタイム会計年度任用職員

の期末手当の支給要件につきまして、一般

職の給与条例を準用すると規定していると

ころではございますが、次の第14条で、新

たに追加する勤勉手当につきまして、支給

率は、一般職の給与条例を準用せずに、新

たに支給率を定めることから、期末手当に

つきましても同様に、支給率を100分の120

と定めるものでございます。 

第14条は、フルタイム会計年度任用職員

の勤勉手当の支給要件を定めるものでござ

います。 

支給要件につきましては、期末手当と同

様に、一般職の給与条例を準用するもので

ございますが、支給率につきましては100分

の48.75と定めるものでございます。 

また、任期の定めが６月に満たない会計

年度任用職員が、一会計年度内において、

合計で６月以上任用となった場合、及び前

年度の末日から任用されていたものが、引

き続き新たにその翌日から６月未満で任用

され、基準日に通算して６月以上在職して

いる場合に、勤勉手当を支給することがで

きるようにするものでございます。 

第24条のパートタイム会計年度任用職員

の期末手当、及び第25条のパートタイム会

計年度任用職員の勤勉手当につきましては、

先ほど御説明いたしました第13条及び第14

条のフルタイム会計年度任用職員と同様の

規定とするものです。 

第12条及び第20条から23条並びに第27条

は、新たに条を追加したことにより、引用

する条の整理を行うものでございます。 

附則といたしまして、この条例は令和６

年４月１日から施行するものです。 

また、豊能町職員の育児休業等に関する

条例第７条第２項中、育児休業をしている

職員の勤勉手当の支給要件につきまして、

会計年度任用職員を除くと規定していたこ

とから、今回の改正により支給可能となり

ますので、当該部分を削除するものでござ

います。 
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説明は、以上でございます。 

御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今の説明の中で、期末手当が定着してい

るかということなんですけれど、週に15時

間でしたか、15.5でしたか、働かないと期

末手当が出ないということもありますね。

それで、例えば留守家庭児童育成室の支援

員さんなんかは、普段はそんなに働かない

けど、夏休みも入れたらそのようになる。

そういう方々に勤勉手当が出るということ

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

この期末勤勉手当の支給要件でございま

すが、今委員おっしゃられてるとおりです

ね、一週間の勤務時間が15.5時間以上、六

か月以上の継続というのがまず基準になっ

てございます。 

この基準に基づきまして、今現在も期末

手当のほうは支給をさせていただいてると。 

同じ基準に基づいて、今回新たに地方自

治法の改正に伴いまして、勤勉手当を支給

するということでございます。 

以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そのことは、わかりましたけど、それに

よってこの103万の壁、106万の壁、130万の

壁っていうことになるんじゃないですか、

増額。そしたら、勤務時間を減らしていく

ようにはならないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

池田広報職員課長、 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

委員おっしゃられるとおりですね、扶養

の収入の範囲っていうのは当然ございまし

て、所得税上の103万の壁、あるいは健康保

健上でいいますと、私どもですと130万円の

壁というのがございます。 

当然にして今回勤勉手当を支給すること

に伴いまして、今現在、扶養の範囲内で働

いていただいてる職員さんにつきましては、

どうしても勤務時間を短くしないと、収入

を超えてしまうと、扶養から外れてしまう

というようなところがございます。 

このあたりはですね、本町だけではなく

ですね、国のほうもその扶養の範囲をどう

いうふうにしていこうかというようなとこ

ろが課題として挙げられているところでご

ざいますので、できましたらですね、その

扶養の範囲を超えて、お勤めできて、収入

とかも安定してっていうようなことになっ

ていけば一番いいのかなとは思うんですけ

れども、現状ではですね、ちょっとその辺

りは、勤務時間をもう若干短くしていただ

いて、お勤めいただくというところで考え

ております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

国の施策で、２年間の支援強化パッケー

ジっていうのがありますよね。 

一時的な増収であれば、連続２年まで扶

養に留まれるということ、そういうことも

ちゃんと、広報してあげる予定はあります

か。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 
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○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課の池田でございます。 

国がですね、今一時的な収入につきまし

ては扶養の範囲から超えた場合であっても

一定認めると、扶養の範囲内で納めるとい

う制度は確かに出していただいてるところ

なんですが、これは一時的あるいは臨時的

に、そういう業務に携わった場合につきま

して、事業者が証明することによって、そ

の部分は収入換算しないという制度でござ

います。 

本町のほうで、一会計年度という形で、

会計年度任用職員さんに一年間お勤めして

いただくということですので、整理します

と、これ臨時的にですね、その勤務時間が

増えたという整理にはちょっとならないこ

とから、ちょっとそういう証明を出してで

すね、制限を抑制するというんですかね、

ということは今のところは考えてございま

せん。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

すごいせこい話なんですけどね、この壁

っていう話がね。私は物すごく出てるわけ

ですよ。議員報酬はね、この130万の壁なん

かもうとっくに出てるわけですけども。 

ものすごく働かないと、取り戻せないっ

て言うんですか、せこい話やけどね。いっ

ぱい働いたらもうそんなことも気にならな

いんですけど、何が心配かいうたら、この

人がいないっていうことですね。 

私も、職員さんに知ってる人おれへんっ

ていう声かけたんですけど、みんな全滅や

ったんですけどね。 

そういう施策は、今後どうされていくん

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

池田広報職員課長 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

収入のほうですね、一定扶養の範囲を超

えてお勤めをいただいて、家族なり世帯で

トータル的に考えていただいたときに、ロ

スがない収入の範囲っていうのはおおむね

160万から170万を超える収入を確保してい

ただいて、初めてそういう状況になるのか

なと。 

こちらのほうとしまして、今現状そうい

う形でですね、どうしても勤務していただ

く時間数を制限していただきながら、何と

か業務のほうを遂行しないといけないとい

うところで、特段こういうことをしたらっ

ていうのは、何かあるかって言ったら、実

際のところ今ないんですけれども、できま

したら扶養とかということがですね、枠を

外れてですね、お勤めをしていただいて安

定的に収入が確保できるというようなほう

の制度設計に持っていきたいというふうに

考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

前々からちょっとね、疑問に思ってて、

疑問言うたらあかんな、私ちょっと民間の

企業に勤めておって、勤勉手当みたいなこ

んなん聞いたことないんですけども、公務

員の方はずっとこんなんがあるんやけども、

こんなんいるんかなあ思てね。いわゆる、

こんなんなくしてしまえという意味じゃな

くてね、こんな勤勉手当というような表現

じゃなくて、それをもう普通の期末手当の

中にもう合算してやったらええんちゃうか

なあと思うんやけど、この勤勉手当そのも

のをちょっと今さらやけども、これってど

ういうふうな位置づけの手当というふうに
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考えておいてよろしいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

勤勉手当の性質的なものでございますが、

私どもはもう今既に期末手当と勤勉手当と

いう形で支給をいただいてるというところ

で、勤勉手当につきましては、一定の業績

を評価する、民間でいう業績を評価した上

で、その評価に基づいて支給される手当と

いうものになってきます。 

具体的に申し上げますと、私ども年度当

初からですね、人事評価に基づきまして、

こういうことをするという目標を立ててで

すね、その目標が達成できたかどうかとい

うようなところを、最終評価をした上で、

それに基づいて支給していると。 

今回、会計年度任用職員につきましても、

本制度を導入いたしますので、評価表はね、

もうちょっと簡易な形で、国が示している

例がございますので、それに基づいて評価

をした上で出していくと。ですので業績評

価に基づく手当っていうふうな考え方でご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

なるほど。そういった意味で、よう頑張

ったねって、頑張らなかったねって、そう

いうふうな差が出てくるというね、位置づ

け、そうしたら期末手当って一体どういう

位置づけなんやろ。 

逆にね、今、私らはせやから今まではボ

ーナスね、夏と冬のボーナス、それはまさ

しく、中川君がこんだけ頑張ったから、ほ

んならこのボーナスちょっと上げるわねみ

たいな、そんなふうなやりとりね、毎年や

ってましたけどもね、上司の人とね。 

そういうのが反映したのが、いわゆるボ

ーナス、今で言う期末手当になるんやけど

も。そしたら、勤勉手当の意味わかったら

ほんなら、期末手当そのものはそういうふ

うな、頑張ったね手当じゃないっていうふ

うなことになるんやねそしたらね。ちょっ

とそのあたりお願いします 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

期末手当につきましては、能力評価に基

づいた手当ということになりますので、職

員個々のですね、倫理であるとか知識、技

能こういう辺りをですね、評価した上で、

支給する手当というふうに御理解いただい

たらいいかと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

でね、次お伺いしたいのは、今までは勤

勉手当ありませんでした。無かったけど、

今回から出るようになりますということで、

その数値的なものも先ほど説明をいただい

ておったのかな。 

例えばこれ６分の２ページ、ここはフル

タイムの方の勤勉手当かな。100分の48.75

かな、勤勉手当がね。その前のページに戻

ると、フルタイムの方の期末手当どこか書

いてたね。期末手当が100分の120で合って

るのかな。あってるならば、要は今までは

100分の120やったけども、勤勉手当の48.75

が合算されることになるから結局、大体

１.4倍ぐらい。今までの手当が１やとする

と大体1.4倍ぐらいの手当になるんかなとい

うふうに私感じ取ったんやけど、それで合

ってるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 
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はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

会計年度任用職員の今回条例を改正させ

ていただきまして、期末勤勉手当の年間の

合計月数が、大体3.375月いうことになりま

す。 

ですんで、今年度と比較しますと、１か

月弱ぐらいプラスになってるというふうに

お考えいただいたらいいかと思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員 

○委員（中川敦司君） 

ありがたい話やね。この間、この内容を

全員協議会のときやったと思うんですけど、

これによる影響額っていうなことで確か

2,200万円の増になる、その辺りもう一遍確

認お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

先日の全員協議会のときにですね、秋元

委員のほうから質疑ございまして、令和６

年度の影響額でございますが、今中川委員

おっしゃるように約2,200万円の増というこ

とでございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あとですね、こういうありがたいことで

喜ばれるんだと思うけど、その対象者何人

ぐらい想定されてるんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

あくまでですね、令和６年度の当初予算

に基づく会計年度任用職員を、何人どうい

う方を任用するというのに基づいて予算を

立てております。 

令和６年度につきましては、予算上は一

応130人を想定しております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

まず確認なんですけども、申し訳ない。 

さっきの中川委員の質問の中で、勤勉手

当ね、支給される人とされない人がいるよ

うな話をされていたと思ったんだけど、ま

ずこれが事実かどうか。この場合誰が、こ

の人にあの人にって決めるのかが、わから

ないっていうことと、今の中の130人なんで

すけども、現実わかりませんけど、さっき

の管野委員からの質問にあったように、当

然枠を超える場合ありますよ、ね130万の。

となったとき、これ私嫌だと、困ると言っ

た場合、１人でとってる枠を２人にしなく

ちゃいけませんわね。 

そういった実質的な、会計年度任用職員

の増減、増になると思うんだけども、この

あたりはどのように考えてますか。 

○委員長（才脇明美君） 

池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

まず支給要件のほうでございますが、勤

勉手当を今回改正によって支給させていた

だきたいという基準につきましては、現在

の期末手当と同基準ということになります

ので、１週間に15.5時間以上、６か月以上

の雇用契約を締結している人について支給

すると。ですので、ちょっと極端なことを

申し上げますと、令和６年の４月から、週

１日だけ、１年間来てくださいという雇用
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契約を締結した方については、その要件を

満たしませんので、対象からは外れるとい

う整理になってございます。 

２点目でございますが、あくまで130人と

いうのが予算上の人数であって、なかなか

130万円の壁とか先ほど管野委員のお話もあ

ったように、勤務時間を抑制しないといけ

ないというようなことがあった場合に、予

算上は週５日で、予算を立てておりますが、

週2.5日とか週２日の人を２人とか、そうな

った場合はですね当然今、予算上は130人で、

手当のほうを予算要求させていただいてる

ところですが、この分は、結局使わないと

いうことになりますので、しかるべき時期

に減額の補正をさせていただくというよう

なことになっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

７号議案そのものはね、国からの話なの

で賛成とか反対じゃなくて、現状のところ

の質問で、申し訳ないんですけども。とい

うことはあくまで支給するかしないかって

のは契約した勤務時間をきちっと守ってる

かどうか、そこだけですね。 

その人が仕事がよくできるのできないの

なんてそういう判断とこじゃなくて、勤務

時間とかですね。 

まずこの確認と、それともう一つですけ

ど、会計年度任用職員制度がスタートして、

非常にやっぱり良し悪しが出てきて、今ま

ででしたら１人で済んだところを今度２人

にしなくちゃいけないとかっていうんで、

人探しに困ってるって、ちょっとそういう

話も聞いたもんですから、町の職員の仕事

をちょっと回るのかなあと、逆にちょっと

心配したんですけど、それはいいですね。

どこかでまたこの１人分の仕事を２人にし

なくちゃいけない。あっちもしなくちゃい

けない。私は、130万の壁を超えたくないと

かって、そんな声が出てくるもんですから、

そういった仕事に影響はないかどうかだけ

の質問です。 

この２点だけお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

まず１点目でございますが、委員おっし

ゃっていただいてるとおりですね、任用の

条件、雇用契約を結んだときですね、もう

この条件に基づいてのみ支給するかしない

かの判断をするということになっておりま

す。 

２点目でございますが、人事担当部局と

しましても、なかなかそれぞれの所属のほ

うに、やはり週５日のフルタイムで来てい

ただきたいという申請がある中でですね、

なかなか人材を確保できないということで、

２人ないし３人の方でやってもらうという

ことは、業務をしていく中で、やっぱり一

定のロスはやっぱりあるのかなというのは

感じているところです。 

私どもとしましては、それぞれの原課の

ほうでですね、業務を滞りなく遂行してい

ただきたいというのがございますので、そ

ういう確保のほうには努めていきたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ちょっといいですか。 

現在６人の休務者が出てますよね、豊能

町には。そして私の一般質問では、６人の

休務者が出てるということで６人を補充し

てると、入江部長から聞いたんですけど、

会計年度任用職員の人が、その代替となっ

てるんですか。それとも、この現職員の方
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が、６人のかわりをされてるんですか。 

ちょっと、これとは離れますけど。 

池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

一般質問で、総務部長のほうが答弁させ

ていただいたかと思うんですけれども、基

本的に職員がですね、休んでしまうという

ような場合につきましては、その所属長が

いてございますので、所属長とちょっと状

況の確認等をさせていただいた上でですね、

会計年度任用職員を代替職員として、補充

するというのがまずベースになってござい

ます。 

ただ、例えば１か月だけ休むというよう

な場合に、そこが必要とするのかしないの

か、当然１名抜けますので、現場的に何と

か、所属の職員でですね、協力して１か月

ぐらい頑張れるというような協議が整えば

ですね、そこに補充するということはいた

しませんが、基本的に休職者が出た場合っ

ていうのは代替職員をあてがってですね、

対応すると。代替職員については正職では

なくて、会計年度任用職員ということでご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

何かほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員でございます。 

よって、第７号議案は原案のとおり可決

されました。 

ただいまより、休憩をいたします。 

再開は、11時15分再開予定です。 

よろしくお願いします。 

（午前10時59分 休憩） 

（午前11時15分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き、総務建設常任委員会

を再開いたします。 

第15号議案、豊能町消防団員等公務災害

補償条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

それでは、第15号議案、豊能町消防団員

等公務災害補償条例改正の件につきまして

御説明申し上げます。 

議案書の38ページ、39ページ、条例の概

要資料、新旧対照表をあわせてごらんくだ

さい。 

では、着座に失礼いたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、開きましたか。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

よろしいですか。 

それではまず提案の理由ですが、非常勤

消防団員等に係る損害補償の基準を定める

政令の改正に伴いまして、損害補償の算定

の基礎となる補償基礎額等を政令で定める

基準額と、同額と改定するものでございま

す。 

続きまして、条例の改正内容について御

説明申し上げます。 

第５条第２項第１号及び別表関係では、

非常勤消防団員の補償基礎額を改定するも
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ので、改定後の補償基礎額は、団長及び副

団長については10年未満が１万2,500円、10

年以上20年未満が１万3,350円、20年以上は

変更はございませんが、１万4,200円となり

ます。 

次に、分団長及び副分団長につきまして

は、10年未満が１万800円、10年以上20年未

満が１万1,650円、20年以上が１万2,500円

となります。 

続きまして部長、班長及び団員につきま

してですが、10年未満が9,100円、10年以上

20年未満が9,950円、20年以上が１万800円

となります。 

また第５条第２項第２号関係では、消防

作業従事者等の補償基礎額の最低額を改定

するもので、最低額を9,100円に引き上げる

ものでございます。 

附則としまして、この条例は令和６年４

月１日から施行するものでございます。 

説明は、以上です。 

御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

危険なお仕事をされてくださるんで、こ

の増額っていうのはいいなと思いますけれ

ど、訓練の状況と、あと欠員が出てるって

いうこともあるんで現状ちょっと聞かせて

いただきたいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

消防団員につきましては、条例上定数は

210名となっております。ただ、やはり豊能

町人口減少あるいは高齢化に伴いまして、

現状としまして170名の団員がおります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉課長、訓練は。 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

もうコロナも昨年開けましたので、各分

団ごとに年度計画を立てまして、通常どお

り訓練を行っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

この内容なんですけども、公務災害補償

って書いてますので、当然ながらどっか公

務で出かけておってそこで怪我をしたとか、

何らかの負傷を負ったりすることで、例え

ば１週間ちょっと動けないような状態で過

ごさなあかんとかね、そんなふうになった

場合に、１週間分を保障するという意味で

１日例えば１万2,500円を７日間分もらえる

という日額っていうそういうふうな位置づ

けのこれ金額なんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

今回の消防団員公務災害補償につきまし

ては、例えばその団員が公務上というか団

長の命令を受けて、災害現場とかいった場

合、怪我をして、それが例えば症状が固定

したけど障害が残ってしまう、あるいは亡

くなられる場合というのも稀にございます。 

そういった場合に障害補償ですね、ある

いは死亡補償につきましては、月額が例え

ば１万2,500円掛ける200っていうのを遺族

の方に死亡補償として払ったり、あるいは

怪我されて障害が残った場合に、障害年金
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という形で、１万2,500円掛ける年間200倍

という形で算定したものを払っていくよう

な保障制度でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

これね、年金もね、施行日を基準にして

新しいやつでもらえるんだよね。年金はず

っとね。違うかったっけ。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。 

ちょっと先ほど御説明申し上げましたが、

この公務災害補償いろいろ種類ございます。 

怪我した場合の療養補償であったり、怪

我されて仕事ができない場合に、休業補償

がありますけれども、年金としまして障害

補償年金と、遺族補償年金がございます。

これはもう先ほど申し上げましたけども、

団員の方が亡くなられた場合に、遺族の方

に、年金として毎年幾らずつ払うとか、あ

るいは、怪我されて障害が残った場合の年

金として障害補償年金として、毎年、補償

基礎額掛ける200とか300とかっていうのを

毎年払うという年金制度も中に含まれてご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

なしということで、質疑を終結いたしま

す。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第15号議案は原案のとおり可決

されました。 

第16号議案、豊能町宅地造成等規制法関

係事務手数料条例を廃止する条例を、議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

それでは、第16号議案、豊能町宅地造成

等規制法関係事務手数料条例を廃止する条

例の件につきまして、着座にて御説明させ

ていただきます。 

議案書の40ページをお開きください。 

豊能町宅地造成等規制法関係事務手数料

条例を廃止する条例を次のように定めるも

のです。 

提案理由は、宅地造成等規制法の改正に

伴い、大阪府建築都市行政事務に係る事務

処理の特例に関する条例が改正され、豊能

町域の事務を大阪府が処理することとなっ

たため、条例を廃止するものでございます。 

それでは、本条例の内容について御説明

申し上げます。 

議案書41ページをごらんください。 

本条例は廃止するものです。 

なお、附則第１項において、施行期日を

令和６年４月１日と定め、附則第２項では、

経過措置として、宅地造成等規制法の一部

を改正する法律の規制により、なお従前の

例によることとされる、同法による改正前

の宅地造成等規制法の許可を受けた、宅地

造成工事の許可の申請に係る手数料につい

ては、なお従前の例を適用可能とすること
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を規定しております。 

説明は以上でございますが、ここで改め

て改正された宅地造成及び特定盛土等規制

法、通称盛土規制法を少し御説明させてい

ただきたいと思います。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの全協フォルダー内

に、第16号議案関係として盛土規制法とい

うファイルがございますので、そちらをお

開きください。 

よろしいでしょうか。 

本件につきましては、令和５年12月定例

議会にて、豊能町土砂等による土地の埋立

て等の規制に関する条例廃止の件でも御説

明した趣旨と同じでありますが、令和３年

７月に発生した、静岡県熱海市における土

石流災害等を踏まえ、宅地造成等規制法が

抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土

等規制法として、令和５年５月26日に施行

されております。 

では、何がどう変わったのかと申します

と、資料１ページで青色の太枠で囲んでい

る部分が、本年３月末までの規制となり、

宅地造成等規制法に基づく規制と、大阪府

の土砂条例、町の土砂条例に基づく規制が

あります。 

それが本年４月１日より、赤色の太枠で

囲んでいる規制内容となることから、今ま

での宅地造成等規制法と、土砂条例の規制

が合わさり、さらに厳しくなった規制とな

ります。 

例えば、宅地造成等規制法の目的になか

った土石の堆積に伴う崖崩れも規制対象と

なり、規制区域も町域の91％から、町全域

に拡大されたこと、また、規制対象行為に、

森林や農地も含まれ、一時的な土石の堆積

も追加されたこと。また、検査、報告につ

いては、今までは完了検査のみでありまし

たが、中間検査と定期報告まで求められる

ことになっております。 

また罰則につきましても、懲役や罰金が

大変厳しいものとなっているところでござ

います。 

説明は、以上でございます。 

御審査賜り御決定いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

手数料ということで、今までは豊能町で

やってたものが大阪府でやるということな

ので、今回手数料廃止っていうなことなの

かな。 

これ、当然豊能町で申請しても手数料が

かかる、大阪府でも多分かかるんかなと思

いますがその辺り、金額的なものなんか差

はあるんですか。同じなのか、いや大阪府

のほうがもっと高いんかとか安いんかとか、

そんなんわからないですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

府のほうに権限が移譲したときの手数料

につきましては、申し訳ございません。今

ちょっとデータがありませんので、 

○委員長（才脇明美君） 

データわかりますか、時間があったら。 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

申し訳ございません。今現在大阪府のほ

うの条例を見ましても詳しい金額が記載さ

れておりませんので、今の段階でお答えす

ることはできません。 

○委員長（才脇明美君） 

いいですか。 
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はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

小寺です。 

今おっしゃってる資料の真ん中の一番右

の表かな、説明図のね。 

その中で、府の土砂条例は廃止されたと。

廃止された。その隣の町の土砂条例も、去

年12月の議会で廃止されたと。そやから、

ここにかかっている諸々のもんはもう要ら

んということですよね。 

それをどこに行ったのかというと右から

三つ目、盛土規制法のところに行ってしま

ったから、もう必要ない条例ですと。そう

いうことですよね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい、都市建設部、田中です。 

町の土砂条例、それから府の土砂条例に

つきましても、３月末をもって廃止になり

ますので、委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

すいません、訂正させてください。 

３月末ではなくて、４月１日付になりま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今、新光風台４丁目山側の太陽光、宅地

造成法等規制法を違反されていて、是正指

導っていうんですかされているんですけど

も、それもこれからは大阪府がやるんです

か。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

平成21年から権限移譲を受けまして、宅

造法の指導を行ってきたところなんですけ

ども、宅造法の権限がなくなりますので、

４月からは、大阪府が新光風台４丁目の後

ろの違法造成された現場につきましても、

指導していってもらう窓口となります。 

明日の午前中なんですけども、新しく大

阪府が指導していただける窓口の職員と、

現場のほう立会いまして、それから今まで

業者のほうと、いろいろどういう指導して

きたのかっていうところも、書類も含めま

して、明日引き渡す予定になっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

具体な話して申し訳ないんですけれどね、

業者も変わって、業者さんとしっかりと協

議されていたそういう資料とかも全部お渡

しして、丁寧な対応をしていただけるとい

うことでよろしいんですね。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

明日は、大阪府の担当者と一緒に現場も

回る予定をしておりまして、全てが大阪府

のほうに権限が行ったからといったとて、

町域のことですので、大阪府が現場へ行く

ときにはもちろん同行しますし、もしかす

ると土地を所有してる地権者の方から直接

こちらのほうに連絡があるかもございませ

んので、全く関与しないということではあ

りませんので、大阪府と一緒に指導に努め

てまいりたいと思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 
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はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

高山で電柱倒れてもね、あそこどうにも

ならなくてよかったなと思ってるんですけ

ど、これからもパトロールとかも、町がや

るんですか、大阪府がやるやるんですか。

大変ですけど。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

大阪府サイドがこの条例に基づいて、パ

トロールをするというふうなことは、今現

在聞かされておりません。 

ただ、町の通常のパトロール、それから

現場に行く際には、担当職員のほうも注意

しながら、そういった違法行為がないかと

いうところも念頭に入れながら、パトロー

ルはしておきますので。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ちょっといいですか。 

そういうパトロールするとき、大阪府の

職員と豊能町の職員と、そして近隣の自治

会の方一人とかは、そういうのは行かれな

いんですか。 

はい、田中都市建設部次長、 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

近隣の方、住民さんが一緒にパトロール

するというのをまず、今まで経験したこと

はございません。 

大阪府のほうもいろいろな関係法令に基

づくパトロールをしてた時期はあるんです

けども、最近はなかなか大阪府のほうも、

パトロールっていうのはございませんので、

町のほうで、そうですね警報級の大雨が降

った後のパトロールとか、それとか台風と

かそういう、ちょっと尋常ではない災害が

起きたときには、必ず町域全域を職員手分

けして、パトロールはしているような状況

でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

すいません。ちょっとパトロールという

言葉にちょっと語弊があったような。例え

ば今の太陽光の地域でしたら、府の職員と

町の職員だけで話しするというか、そうい

う立会いするのか、それとも、近隣自治会

の誰か１人、代表者に行ってもらうのか。 

はい、田中都市建設部次長、 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

是正指導につきましては、第三者を入れ

ません。 

違反されてる方と指導権限を持ってるも

のでするものですので、そこに、近隣自治

会の代表とかという方が立ち入るようなこ

とはございません。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。お願いします。 

今回、大阪府のほうで全面的に受けてく

れるということなんですけど、今のお話で

いくと、住民のほうは何かしらこれはまず

いんじゃないかっていう、そういった相談

は町のほうで受けてくださるわけですよね。 

町のほうが現場見に行って、これはいけ

ないっていうときは、大阪府のほうへ持っ

ていって対応してくださるという、そうい

う流れでよろしいですか。全く町の手から

離れるって意味じゃないですよね。 

その１点の確認と、それから要するに法

そのものが豊能町の前の条例からすると非

常に厳しくなってますけども、大阪府全体、

各自治体の中も、今回大阪府のこの法律の

ほうでまとまってるのか、要するにこれ以
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上厳しい条例を持ってる市があるのかどう

かということを知りたいって意味でお尋ね

します、これは。２点お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい、都市建設部、田中です。 

まず１点目につきましては、委員おっし

ゃるとおりでございます。 

２点目のほうにつきましては、権限移譲、

この新しくできた条例を元に大阪府下に、

権限をおろすのに、受けるか受けないかっ

ていうような、まず協議の場がございまし

て、豊能町については、権限を全てお返し

するというところでした。 

で、資料１のですね、一番最後のページ

をちょっと見ていただければと思うんです

けども。 

届出の窓口っていうのがございます。こ

の中に記載されていない市町村の中には、

市街化区域の権限は受けるけども、市街化

調整区域の権限は受けないとか、いうよう

な条件づけで受けているところもございま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、よろしいですか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

だからこれは条例じゃなしに、国の法に

なったという解釈やね。法律になったんで

すよね。今までは条例でやってた。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

委員おっしゃるとおりです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

はい。質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第15号議案は原案のとおり可決

されました。 

第18号議案、令和５年度豊能町一般会計

補正予算（第10回）の件（関係部分のみ）

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

順次発言を求めます。 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉でございます。 

それでは、第18号議案、令和５年度豊能

町一般会計補正予算（第10回）につきまし

て、関係部分に係る提案理由を御説明申し

上げます。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内、豊能町議会本会

議、令和６年３月定例会議のフォルダ内の

第18号議案、一般会計補正予算書をごらん

ください。 

○委員長（才脇明美君） 

ちょっと待ってくださいね。 

よろしいですか、皆さん。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

まず、７ページをごらんください。 

第２表、繰越明許費補正でございます。 

款２．総務費、項１．総務管理費の住民

税均等割のみ課税世帯等支援給付金給付事
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業につきまして、こちらは３月補正で計上

させていただいてますが、年度内に事業が

完了する見込みがないため繰り越すもので

ございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水でございます。 

同じく７ページ、第２表、繰越明許費補

正でございますけれども、総務費、徴税費

電算システム改修事業1,167万7,000円でご

ざいますけれども、３月補正で計上してお

りますけれども、年度内に事業が完了いた

しませんので、繰り越すものでございます。

以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課の中井です。 

それでは、環境課の所管する事業につい

て御説明させていただきます。 

着座にて失礼いたします。 

補正予算書25ページをごらんください。 

（発言する者あり） 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。失礼いた

しました。 

７ページのほう戻っていただきまして、

繰越明許費の補正のほうの７ページの一番

下、６．農林水産業費、農業費、牧地区ほ

場整備事業399万8,000円、それと次のペー

ジ８ページになります。８ページの一番上、

同じく農林水産業費、農業費、高山地区ほ

場整備事業800万円ですが、これは国のほう

で補正で追加でということで、補正予算つ

きましたのでそれに伴う工事費なんですが、

年内に完了する見込みがございませんので、

次年度に繰り越すものです。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

行財政課、山内です。よろしくお願いい

たします。 

補正予算書10ページをごらんください。 

第４表、地方債補正でございます。 

追加と変更がございます。 

まず上の表の追加でございますが、11．

ＡＩオンデマンド交通実証実験事業債につ

きましては、令和５年５月補正予算に計上

しておりますＡＩオンデマンド交通実証実

験事業につきまして、地方債を新たに発行

するものでございます。 

12．上水道補助事業債につきましては、

令和５年度当初予算に計上しております上

水道補助事業につきまして、地方債を新た

に発行するものでございます。 

次に、変更でございますが、１．地域公

共交通基本構想推進事業債につきましては、

特別交付税の措置が受けられることとなり

ましたので、地方債の発行を取りやめるも

のでございます。 

次の２．農地中間管理機構関連農地整備

事業債から、10．体育施設整備事業債につ

きましては事業費が確定したことなどによ

り、それぞれ減額と増額を行うものでござ

います。 

それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして御説明申し上げます。 

最初に歳出について御説明申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

そうしましたら、補正予算書の20ページ

並びに33ページから35ページにございます
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給与費明細をごらんください。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費の人件費事業の退職手当でござ

いますが、任期満了に伴います教育長の退

職手当及び普通退職者等合計６名の退職手

当を補正するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

はい。行財政課、山内です。 

同じく７．基金管理事業でございますが、

令和５年度普通交付税の再算定により、臨

時財政対策債償還基金費で算定された普通

交付税を、町債管理基金へ積立てを行うも

のでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

では、21ページをごらんください。 

目６．企画費の11．住民税均等割のみ課

税世帯等支援給付金給付事業でございます

が、こちら物価高騰などの影響を受けてい

る住民税均等割のみ課税世帯に対しまして、

10万円を給付し、支援を行うための費用を

補正するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水でございます。 

同じく21ページをごらんください。 

項２．徴税費、目２．賦課徴収費の１．

町税課税事業の業務委託料174万2,000円は、

電算システム改修等における業務委託料の

契約差金による減額と、令和６年度税制改

正に伴う定額減税対応業務による増額に係

る費用を補正するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい、すいません。改めまして、環境課

の中井です。 

それでは環境課の所管する事業について

御説明させていただきます。 

補正予算書25ページをごらんください。 

着座にて失礼いたします。 

款４．衛生費、項２．清掃費、目１．塵

芥処理費の２．広域ごみ処理事業、18．負

担金の3,112万1,000円の減額補正ですが、

猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金の

減額によるものです。 

減額の主な要因としましては、世界的な

燃料価格の変動に対し、国民生活、事業活

動を守るために実施されました国の電気ガ

ス価格の激変緩和対策により、ごみの焼却

に必要なガス料金の負担が想定よりも低く

抑えられたことによるものです。 

なお本予算につきましては、去る２月９

日に開催されました令和６年第１回猪名川

上流広域ごみ処理施設組合議会定例会にお

いて可決、決定されたものです。 

同じく補正予算書25ページ、款４．衛生

費、項２．清掃費、目２．し尿処理費の２．

し尿処理事業、光熱水料費の185万円の減額

補正ですが、衛生センターの電気代の不用

額を減額するものです。 

こちらも国の電気ガス価格の激変緩和対

策の実施により、施設の運転に必要な電気

料金の負担が軽減されたことに伴い、不用

額が生じたものです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長、 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

続きまして、農林商工課が所管するとこ

ろにつきまして説明させていただきます。 

補正予算書26ページのほうをお開きくだ

さい。 



33 

款６．農林水産業費、項１．農業費、目

１．農業委員会費の１．農業委員会運営事

業の12．業務委託料の減額ですが、予算要

求時には、地域計画策定にあたるアンケー

ト調査集計、また現況地図等の作成を業務

委託する予定でしたが、その後、年度が変

わってからそれらの業務が大阪府農業会議

の支援を受けて実施できることになりまし

たので、その作業に当たりまして、サポー

トシステムというのがありまして、それの

改修費用だけで、実施できることになりま

したので、その分不要となったため減額し

たものであります。 

同じく、26ページ、一番下になります。 

目６．コミュニティセンター運営費の１．

コミュニティセンター管理事業でございま

す。こちらの12．業務委託料、こちらです

が主な減額理由といたしましては、本年１

月より指定管理者による管理をスタートさ

せております。その予定しておりました委

託料ですが、指定管理料が抑えられたこと

に伴いまして減額させていただいたもので

す。 

農林商工課は、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

建設課、中谷です。 

建設課につきましては、27ページ、土木

費の説明欄、２．土木事務事業から、28ペ

ージの一番最後の説明欄１．通学路等交通

安全整備事業までにつきましては、事業費

の確定に伴います入札差金などの不用額を

減額するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

都市計画課のほうからは、29ページの款

８．土木費、項５．都市計画費、目３．公

園費の２．公園・緑地・街路樹管理事業で

ございますが、国の緊急自然災害防止対策

事業の起債対象事業として、ときわ台１丁

目の緑地擁壁を改修する予定でしたが、今

年度につきましては、起債対象とならなか

ったため、1,311万円を減額するものです。 

説明は以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

行財政課、山内です。 

歳出の説明は、以上でございます。 

続いて歳入について御説明させていただ

きます。 

15ページへお戻りください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、よろしいですか。 

○行財政課長（山内 拓君） 

はい、款12．地方交付税、項１．地方交

付税、目１．地方交付税、節１．地方交付

税の１．普通交付税でございますが、実績

確定に伴い普通交付税を増額するものでご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

続きまして16ページをごらんください。 

款16．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目５．総務費国庫補助金、節３．企画費国

庫補助金の２．住民税非課税世帯等支援給

付金事務費国庫補助金でございますが、事

務費の確定に伴い追加交付される国庫補助

金でございます。 

同じく、４．住民税均等割のみ課税世帯

等支援給付金事業費国庫補助金、５．住民

税均等割のみ課税世帯等支援給付金事務費

国庫補助金でございますが、こちら21ペー
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ジの歳出のところで御説明申し上げました

物価高騰などの影響を受けている、住民税

均等割のみ課税世帯に対し10万円の給付支

援に係る国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

はい。行財政課、山内です。 

18ページをごらんください。 

款20．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回

の補正による財源調整として１億2,453万

9,000円を減額するものでございます。 

次に、目５．退職手当基金繰入金でござ

いますが、歳出のところで御説明申し上げ

ました職員の退職手当に係る基金繰入金で

ございます。 

19ページをごらんください。 

款23．町債でございますが、10ページか

ら11ページの第４表、地方債補正で申し上

げたとおりでございます。 

説明は、以上でございます。 

よろしく御審査いただき、御決定賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

７ページの繰越明許費の第２表ですかね、

そこの内容で質問させてもらいます。 

２行目ですかね、徴税費ということで電

算システム改修事業、年度内に終わらない

からというふうなことで、説明ございまし

たが、税務ってなると大体いつも４月か５

月ぐらいに、５月かな、税金のね、いわゆ

る納付書とかよう来ますよね。 

時期的に、そういう、忙しい時期に差し

かかってくるんやけども、この電算システ

ムの改修そのものが、これから納付書を送

らなあかんそういう作業に何か影響が出る

ような、ちょっと心配が私パッと思ったん

やけど、その辺大丈夫なんでしょうかね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

税務課、清水でございます。 

今回のシステム改修ですけれども、これ

は令和６年度の税制改正に伴う定額減税対

応のための改修でございますけれども、課

税に影響がないように慎重に対応してまい

りたいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

要は改修が年度をまたぐけども、それが

もう今回５月ぐらいに行う、いわゆる納付

書送付それまでに何とか間に合う、いやそ

れよりもまた後になりますよみたいなこと

なのかその辺り、ちょっと心配で聞いてる

んです。 

時期的にはいつ頃事業が終わると考えて

おいたらいいんです。 

○委員長（才脇明美君） 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水でございます。 

こちらの事業につきましては、指定日で

すが、６月３日と定められておりまして、

この日までに確実に終わらないといけませ

ん。 

納付書発送は、６月中旬発送を予定して

おりますので、それまでには確実に終わる

ように実施させていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 
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毎年聞いてるんですけれども、20ページ

の退職手当の６名なんですけども、わかり

ましたら年代と、その理由もわかりました

ら。仕事を覚えてすっと若いのに出ていか

れるっていうのがあったら、やっぱり何か

の原因があるかと思うんで、お答えいただ

けますか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

今回の退職手当の対象となる職員の年代

と事由ということでございますが、まず定

年ですね、旧定年を迎えて役職定年をせず

にですね退職される方１名、任期付職員で、

今年度末任期が満了する職員の退職手当分

が３名分、普通退職者が１名、あと特別職、

教育長のこれは任期ごとにお支払いするこ

とになってますので任期満了に伴います退

職手当を補正するということです。 

で、毎回こちらこのタイミングで補正を

させていただくときにですね、退職事由を

ということでございますが、私どものほう

で聞いてる範囲で申し上げますと、自身が

やりたい道にまた進みたいというようなと

ころで、退職を決断したというようなもの

でございます。 

以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ベテランの職員さんが減る、辞めるって

いうことで、仕事は回るのかとても心配な

んで、先ほどのね、会計年度任用職員の話

もありますけれど、ちゃんと確保できてい

るのか、お答えいただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

池田広報職員課長。 

○広報職員課長（池田拓也君） 

広報職員課、池田でございます。 

急遽退職ということになりまして、当然

４月１日から、その退職にかかわらず業務

遂行しないといけないということでござい

ます。 

わかった時点でですね、４月１日採用と

いうことで、採用試験なりをしてですね、

各所属に迷惑のかからないように、体制整

備を図っているところでございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。管野委員 

○委員（管野英美子君） 

29ページの先ほどのときわ台１丁目の擁

壁の改修ができないということなんですけ

ど、もう少し具体にお聞かせいただきます

か、減ですけども。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

今年度ですね、起債対象となるべく関係

機関、国と府になりますが、調整を重ねて

きたんですけども、これが府内の市町村の

申込みも多く、本町については、令和２年

度から令和４年度の３か年、ときわ台７号

緑地っていうところで、既存の擁壁の改修

工事を実施してきました。 

そういう形で、恐らく優先順位のほうが

下がってしまったのかなというふうに感じ

ております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

何ページだったかな、21ページだったか

な。21ページですね、すみません。 

これは何や、６．企画費の中の11項目め
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かな。住民税均等割のみ課税世帯等支援給

付金給付事業、それ以前に、その上の段か

ら10項目が、住民税が非課税、完全に非課

税の方の給付に確かこれも10万円やったん

かな。 

それに続いて今回は、非課税の方はもう

既にやってたけども、今回は均等割やね、

何千円やったか何かその方が対象で、これ、

確か10万円、これも10万円とおっしゃって

ましたっけね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉でございます。 

住民税非課税世帯の給付金は、昨年６月

に予算承認いただき、まず３万円の分は秋

に支給させいただきました。12月補正でプ

ラス７万円も承認いただきましたんで、順

次振り込みしてる段階で、合わせて10万円

ということで今回の均等割のみ課税世帯の

方も同じく10万を一括してお支払いすると

いう形になります。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

交付金として、これなんぼや、5,500万と

いうことなので、人数的にはそしたら10万

円で割ることになるから、550人を対象と考

えているということですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

委員おっしゃるとおり、550世帯で見込ん

でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかにございませんか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

同じく21ページの徴税費174万2,000円で、

減と増があるって言われたんでちょっと具

体に教えていただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水でございます。 

では、内訳を申し上げます。 

まず増の部分ですけれども、定額減税対

応にかかる増額分が、1,165万7,000円にな

ります。 

減の分ですけれども、電算システム改修

等における業務委託料の差額ですけれども、

全部で４項目ございます。 

まず一つですね、デジタル空中写真撮影

等業務、こちらで23万7,000円の減。それか

ら、森林環境税課税対応業務が、こちらが

374万2,050円の減。三つ目ですが、個人住

民税特徴税額通知電子化対応業務、こちら

で176万700円の減。最後に、地方税共通納

税システム税目拡大対応業務、こちらで417

万5,000円の減で、トータル911万5,000円の

減でその差額が、174万2,000円ということ

でございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

ありませんか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 
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（全員挙手） 

挙手全員であります。 

よって、第18号議案は原案のとおり可決

されました。 

以上で、本委員会に付託された案件は全

て終了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討議

を行う事項は何かございませんか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

視察に行ったらどうかということで、今

この委員だったら、空き家対策とかという

ことを、言っているので、行くところをみ

んなで探しましょうということを提案した

いと思います。 

すいません。もう１点ね、今度はこっち

向きなんですけどね、議案を一生懸命勉強

してるんですけど、町のホームページにね、

虫眼鏡のところ入力したらね、何にも出て

こないんです。インデックスの下にばぁっ

と出てくんねんけど、それもあんまり役に

立たないので、私はヤフーの画面から豊能

町、スペースでなんか入れたら出てくるん

です。 

それをね、是正してもらわないととても

この審議に影響があると思うんですが、予

算も入ってないかもしれへんけど、塩川町

政下で、ホームページが改正されたんです

けど、改悪になってる、私からしたら。前

もあいまい検索をしてくださいって、内田

部長のときですかね、あいまい検索できる

ようになったから、できたら前に戻して欲

しいかななんて思うんですけど。 

ちょっと答弁いただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

委員御指摘の点については、こちらのほ

うで確認させていただきまして、使いやす

いっていうんですか、見やすい検索しやす

いようなものにさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、いいですか。 

視察の件ですけど、私たち総務建設委員

で視察に行きましたけど、やはりそういう

視察のときはやっぱりね、理事者側の方も、

やっぱり若干名一緒に行っていただきたい

なあと思ったんです。今回も、私たち厳選

して視察に行きました。 

そしてとっても、何度も言いますけどワ

クワクして帰ってきたんですけど、また同

じように説明に業者側というか、来られて

二度手間になりますので、そちらとも日程

とか調整はしたいと思いますので、ぜひと

も、総務建設に携わってる方は、ちょっと

行ってほしいなと思うんですけど、何か御

意見はございませんか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

調整させていただいて、行けるようであ

れば調整の上行かせていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

お金がなかったらこちらも調整させても

らって。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今、管野議員がホームページのこと言い

ましたけども、職員の皆さんの中でどのぐ

らいホームページ見てます。本当にひどい。 

上のほうに、丸く空き家だのなんなの四

つぐらい並んで、そこ見たってインデック

ス見当たりませんと。何なんだと。 

だから、私は行政は幾らいい施策打って

も、すぐそれがホームページに反映されな

いんです。これは考えていただきたい。 
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こないだ質問で、観光のことも出てまし

たけど、お寒い限りですわ。 

ですから、皆さんの中でどんだけホーム

ページ見てらっしゃるのか、逆に議員だけ

が見てわぁわぁ言ってるのかな。 

本当にひどい。だからね、これ本当に一

遍みんなで考えていただきたい、町として。 

お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

私からも、ホームページですけど、観光

にしたって、２年も３年も前のことまで載

ってるんです。 

あり得ないですよね。 

担当部局というか、その課がなぜ見てな

いかということですよね。 

見てないんですかね、どうでしょうかこ

れ答弁できますか。 

最近では、高山で何か、何づくりそれだ

けですわ。 

あとは２年、もう終わったものがずっと

載ってる。 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

委員の皆さんから厳しい御指摘いただき

まして、ホームページの件については申し

訳ないというふうに思っております。 

また御意見を踏まえまして、先ほど申し

上げましたけどもこちらのほうで、もう一

度ホームページのほう、どういうふうに見

やすくするのかということも検討させてい

ただきまして、検索しやすいようなものに

していきたいというふうに思いますので、

更新できてないようなものについてもそれ

は落としていく、新たにアップしていくと

いうところもあわせてさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

すいません。 

これホームページ幾ら払ってましたっけ。 

結構です。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

視察の行き先を、個人で提案されたらど

うでしょうかという提案です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、いいですか。 

行政視察についてですが、管野委員から

空き家について意見がありましたが、テー

マ、時期、場所について、後日、意見をい

ただき、協議をしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

何か御意見ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

以上で、委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

異議なしと認めます。よって本委員会は

閉会することに決定いたしました。 

これで、本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり町長から挨拶が

ございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登） 

はい。ありがとうございました。 

総務建設常任委員会の閉会に当たりまし

て一言御挨拶を申し上げさせていただきま

す。 

本日提案させていただきました議案に対

して、慎重に御審査を賜りまして誠にあり

がとうございます。 

いただきました御意見等、特にですね５

号議案、それから先ほどいただきましたホ

ームページ、それから視察の件等々もです

ね、いただきましたので我々としてはしっ

かりと受け止めさせていただきたいと思っ

ております。 
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引き続きの御理解、御協力をいただきま

すようにお願いを申し上げまして、本日の

閉会の御挨拶にさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○委員長（才脇明美君） 

ありがとうございました。 

これをもって総務建設常任委員会を閉会

いたします。 

どうも皆様お疲れさまでございました。 

 

午後０時14分 閉会 
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